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(57)【要約】
【課題】表示端末と映像送信装置との距離に応じて前記
表示端末に異なる映像を表示させる。
【解決手段】本発明の一態様としての無線通信システム
は、映像情報を送信する映像送信装置と、前記映像送信
装置から送信された映像情報を受信して表示する表示端
末と、前記映像送信装置と自局との間の距離に応じて、
その距離と関連付けられた識別情報を前記表示端末に送
信する１つ以上の無線局とを備えた無線通信システムで
あって、前記映像送信装置は、前記表示端末が表示すべ
き映像情報を、前記映像送信装置からの距離に応じて複
数生成し、前記識別情報と関連付けて送信し、前記表示
端末は、前記映像送信装置から送信された複数の映像情
報のうち、前記無線局のひとつから受信した識別情報に
対応する映像情報を受信して表示する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像情報を送信する映像送信装置と、
　前記映像送信装置から送信された映像情報を受信して表示する表示端末と、
　前記映像送信装置と自局との間の距離に応じて、その距離と関連付けられた識別情報を
前記表示端末に送信する１つ以上の無線局と
　を備えた無線通信システムであって、
　前記映像送信装置は、前記表示端末が表示すべき映像情報を、前記映像送信装置からの
距離に応じて複数生成し、前記識別情報と関連付けて送信し、
　前記表示端末は、前記映像送信装置から送信された複数の映像情報のうち、前記無線局
のひとつから受信した識別情報に対応する映像情報を受信して表示する
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記映像送信装置は、第１の無指向性アンテナを有し、前記第１の無指向性アンテナを
介して前記映像情報を送信し、
　前記表示端末は第２の無指向性アンテナと、第２の指向性アンテナとを有し、
　前記第２の無指向性アンテナを介して前記識別情報を受信し、前記第２の指向性アンテ
ナを介して前記映像送信装置から前記映像情報を受信することを特徴とする請求項１に記
載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記映像送信装置は、前記第１の無指向性アンテナを介してビーコン情報を送信し、
　前記表示端末は前記第２の指向性アンテナを介してビーコン情報を受信した場合に前記
映像送信装置と接続を行い、前記受信した識別情報に対応する映像情報を前記映像送信装
置から受信し表示することを特徴とする請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記映像送信装置は
　第１の無指向性アンテナと、第１の指向性アンテナとを有し、
　前記第１の無指向性アンテナを介して前記映像情報を送信し、
　前記第１の無指向性アンテナに接続するための補助識別情報を、前記第１の指向性アン
テナを介して送信し、
　前記表示端末は、第２の無指向性アンテナを有し、
　前記第２の無指向性アンテナを介して前記映像送信装置から前記補助識別情報を受信し
たら前記映像送信装置に接続し、前記受信した識別情報に対応する映像情報を前記第２の
無指向性アンテナを介して受信し表示することを特徴とする請求項１に記載の無線通信シ
ステム。
【請求項５】
　前記映像送信装置は、前記表示端末が表示すべき映像情報を、前記映像送信装置からの
距離毎に、前記表示端末が前記距離に達するまでの経路に関連づけて、複数生成し、
　前記無線局は、前記映像送信装置と自局との間の距離と、自局が設置された経路との組
に関連づけられた前記識別情報を送信する、
　ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　映像送信装置と自局との間の距離に応じて、その距離と関連付けられた識別情報を送信
する１つ以上の無線局から前記識別情報を受信する表示端末と通信する映像送信装置であ
って、
　前記表示端末が表示すべき映像情報を、前記表示端末からの距離に応じて複数生成する
映像情報生成手段と、
　各前記映像情報に関連づけられた識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、
　前記表示端末から前記識別情報を含む接続要求を受け、前記表示端末と接続する接続手
段と、
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　前記識別情報に関連づけられた映像情報を前記表示端末に送信する映像情報送信手段と
、
　を備えたことを特徴とする映像送信装置。
【請求項７】
　第１の無指向性アンテナと、
　第１の指向性アンテナと、
　前記第１の無指向性アンテナに接続するための補足識別情報を、前記第１の指向性アン
テナを介して送信する補助識別情報送信手段と、を備え、
　前記接続手段は、前記第１の無指向性アンテナを介して、前記補助識別情報を受信した
表示端末からの前記接続要求を受け、
　前記映像情報送信手段は、前記第１の無指向性アンテナを介して前記映像情報を前記表
示端末に送信する
　ことを特徴とする請求項６に記載の映像送信装置。
【請求項８】
　前記映像情報生成手段は、前記表示端末が表示すべき映像情報を、前記表示端末からの
距離毎に、前記表示端末が前記距離に達するまでの経路に関連づけて、複数生成すること
を特徴とする請求項６または７に記載の映像送信装置。
【請求項９】
　表示端末が表示すべき映像情報を、前記表示端末からの距離に応じて複数生成し、識別
情報と関連づけて送信する映像情報送信装置から１つの映像情報を受信して表示する表示
端末、と通信する無線局であって、
　前記映像送信装置と自局との間の距離に応じて、その距離と関連付けられた前記識別情
報を記憶する識別情報記憶手段と、
　前記識別情報記憶手段内の前記識別情報を前記表示端末に送信する識別情報送信手段と
、
　を備えたことを特徴とする無線局。
【請求項１０】
　前記映像送信装置は、前記表示端末が表示すべき映像情報を、前記映像送信装置からの
距離毎に、前記表示端末が前記距離に達するまでの経路に関連づけて、複数生成し、
　前記識別情報記憶手段は、前記映像送信装置と自局との間の距離と、自局が設置された
経路との組に関連づけられた前記識別情報を記憶する、
　ことを特徴とする請求項９に記載の無線局。
【請求項１１】
　表示端末が表示すべき映像情報を、前記表示端末からの距離に応じて複数生成し、識別
情報と関連づけて送信する映像情報送信装置と通信する表示端末であって、
　前記映像送信装置と自局との間の距離に応じて、その距離と関連付けられた識別情報を
送信する１つ以上の無線局から前記識別情報を受信する第１の受信手段と、
　前記映像送信装置から送信された複数の映像情報のうち、前記無線局のひとつから受信
した識別情報に対応する映像情報を受信する第２の受信手段と、
　受信された映像情報を表示する表示手段と、
　を備えたことを特徴とする表示端末。
【請求項１２】
　第２の無指向性アンテナと第２の指向性アンテナとを備え、
　前記第１の受信手段は、前記第２の無指向性アンテナを介して前記識別情報を受信し、
　前記第２の受信手段は、前記第２の指向性アンテナを介して前記映像送信装置から前記
映像情報を受信する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の表示端末。
【請求項１３】
　前記第２の受信手段は、前記映像送信装置から前記第２の指向性アンテナを介してビー
コン情報を受信したら、前記映像送信装置に接続し、前記映像送信装置から前記映像情報
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を受信する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の表示端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像送信装置、無線局、表示端末、および、無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　目的物からの距離に応じて異なる表示内容を、端末装置(ディスプレイ)側で表示させる
ことが望まれている。従来では、特許文献１に開示されているように、目的物が端末装置
の前方部に位置することを検出するために、端末装置が指向性アンテナを介して所定の識
別信号を含む電波を受信した場合に、表示部を介してユーザに目的物の存在を通知するも
のがあった。この従来技術では、目的物との方向関係のみ検出することが可能はあるが、
端末装置の位置・方向に応じて、表示内容を適切に変化させることはできなかった。
【特許文献１】特開２００５－３３３４６８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、映像送信装置との距離に応じて、異なる映像情報を、表示可能にした表示端
末、映像送信装置、無線局、および無線通信システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一態様としての無線通信システムは、
　映像情報を送信する映像送信装置と、
　前記映像送信装置から送信された映像情報を受信して表示する表示端末と、
　前記映像送信装置と自局との間の距離に応じて、その距離と関連付けられた識別情報を
前記表示端末に送信する１つ以上の無線局と
　を備えた無線通信システムであって、
　前記映像送信装置は、前記表示端末が表示すべき映像情報を、前記映像送信装置からの
距離に応じて複数生成し、前記識別情報と関連付けて送信し、
　前記表示端末は、前記映像送信装置から送信された複数の映像情報のうち、前記無線局
のひとつから受信した識別情報に対応する映像情報を受信して表示する
　ことを特徴とする。
【０００５】
　本発明の一態様としての映像送信装置は、
　映像送信装置と自局との間の距離に応じて、その距離と関連付けられた識別情報を送信
する１つ以上の無線局から前記識別情報を受信する表示端末と通信する映像送信装置であ
って、
　前記表示端末が表示すべき映像情報を、前記表示端末からの距離に応じて複数生成する
映像情報生成手段と、
　各前記映像情報に関連づけられた識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、
　前記表示端末から前記識別情報を含む接続要求を受け、前記表示端末と接続する接続手
段と、
　前記識別情報に関連づけられた映像情報を前記表示端末に送信する映像情報送信手段と
、
　を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　本発明の一態様としての無線局は、
　表示端末が表示すべき映像情報を、前記表示端末からの距離に応じて複数生成し、識別
情報と関連づけて送信する映像情報送信装置から１つの映像情報を受信して表示する表示
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端末、と通信する無線局であって、
　前記映像送信装置と自局との間の距離に応じて、その距離と関連付けられた前記識別情
報を記憶する識別情報記憶手段と、
　前記識別情報記憶手段内の前記識別情報を前記表示端末に送信する識別情報送信手段と
、
　を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の一態様としての表示端末は、
　表示端末が表示すべき映像情報を、前記表示端末からの距離に応じて複数生成し、識別
情報と関連づけて送信する映像情報送信装置と通信する表示端末であって、
　前記映像送信装置と自局との間の距離に応じて、その距離と関連付けられた識別情報を
送信する１つ以上の無線局から前記識別情報を受信する第１の受信手段と、
　前記映像送信装置から送信された複数の映像情報のうち、前記無線局のひとつから受信
した識別情報に対応する映像情報を受信して表示する第２の受信手段と、
　受信された映像情報を表示する表示手段と、
　を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、表示端末と映像送信装置との距離に応じて、異なる映像情報を、表示
端末に表示させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
【００１０】
（第１の実施形態）
　図４は、本発明の第１の実施形態における無線通信システムの構成例を示している。
【００１１】
　この無線通信システムは、映像送信装置１１、４つの無線局３１ａ～３１ｄ、表示端末
５１から構成される。映像送信装置１１と４つの無線局３１ａ～３１ｄが固定的に設置さ
れている。表示端末５１は利用者により所持され、利用者の移動および動きに伴って位置
が可変である。図４には、利用者により所持される表示端末５１は右下より中央に向かい
、その後、映像送信装置１１に向かって移動していく様子が示されている。表示端末５１
は、指向性アンテナと無指向性アンテナとを有し、指向性アンテナを用いて特定の方向に
おいてのみ映像送信装置１１と通信可能であり、無指向性アンテナを用いて無線局３１ａ
～３１ｄと通信する。図４に示される表示端末５１の傾きは、指向性アンテナの受信方向
と対応しているとする。
【００１２】
　映像送信装置１１は、自装置からの距離毎に異なる識別情報（後述する図５（Ａ）参照
）を記憶し、識別情報に関連付けた複数の映像情報を送信している。すなわち、映像送信
装置１１は、自装置との距離が近い範囲に対する近距離用の識別情報と、自装置との距離
が中程度の範囲に対する中距離用の識別情報と、自装置との距離が遠い範囲に対する遠距
離用の識別情報とを記憶しておく。そして、それらの識別情報に対応した、近距離用の映
像情報と、中距離用の映像情報と、遠距離用の映像情報とを送信している。映像情報の送
信方法としては、電波の範囲内の全端末が受信対象となる無線ブロードキャスト、特定の
グループの端末が受信可能な無線マルチキャスト、ある１端末のみが受信可能な無線ユニ
キャストが存在するが、本発明の実施形態においては、無線ブロードキャスト、もしくは
無線マルチキャストを用いることが望ましい。図示の例では、距離に応じた３種類の映像
情報を、無指向性アンテナを介して、無線ブロードキャストにて継続的に送信しているも
のとする。
【００１３】
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　無線局３１ａ～３１ｄは、映像送信装置１１からの映像情報を表示端末５１により受信
、表示するために必要な識別情報（後述する図５（Ｂ）参照）を配布する。すなわち、無
線局は、自局が設置された場所が、映像送信装置１１から近い距離である場合は、近距離
用の識別情報、中程度の距離である場合は、中距離用の識別情報、距離が遠い場合は、遠
距離用の識別情報を配布する。本例では、無線局３１ａ、３１ｂは近距離用の識別情報、
無線局３１ｃは中距離用の識別情報、無線局３１ｄは遠距離用の識別情報を配布している
。無線局３１ａ～３１ｄは、識別情報を、無指向性アンテナを介して、無線ブロードキャ
ストにて送信する。尚、無線局３１ａ～３１ｄが配布すべき識別情報の種類は、予め固定
的に設定しても良いし、映像送信装置１１からの通知によって動的に設定しても良い。
【００１４】
　上述したように、図４において、利用者により所持される表示端末５１は右下より中央
に向かい、その後、映像送信装置１１に向かって移動していく。まず表示端末５１は、右
下の無線局３１ｄより、遠距離用の識別情報を受信する。しかし、識別情報を受信してい
ても、表示端末５１は、指向性アンテナを介して映像送信装置１１と無線通信可能な状態
になっていなければ、映像情報を識別および受信するための処理を行わない。すなわち、
表示端末５１が映像送信装置１１とは異なる方向を向いている場合、映像情報の再生表示
は開始されない。続いて、遠距離用の識別情報を記憶した状態で、表示端末５１が映像送
信装置１１の方向に向く。このとき、表示端末５１は、指向性アンテナを介して映像送信
装置１１と無線通信可能な状態となり、無線局から受信した遠距離用の識別情報を用いて
、映像送信装置１１との間で遠距離用の映像情報を受信するための接続処理（アソシエー
ション処理）を開始し、遠距離用の映像情報を受信して表示する。
【００１５】
　更に、表示端末５１が映像送信装置１１に近づいていくと、無線局３１ｃから中距離に
応じた識別情報を受信し、先に取得した遠距離用の識別情報を中距離用の識別情報によっ
て更新し、更新後の識別情報を用いて、映像送信装置１１と接続し、中距離用の映像情報
を受信および表示する。この際、遠距離用の識別情報を用いて確立した接続は、切断する
。
【００１６】
　更に、表示端末５１が映像送信装置１１に近づいていくと、無線局３１ｂから近距離に
応じた識別情報を受信し、現在の中距離用の識別情報を近距離用の識別情報によって更新
し、更新後の識別情報を用いて、映像送信装置１１と接続し、近距離用の映像情報を受信
および表示する。この場合も、中距離用の識別情報を用いて確立した接続は、切断する。
【００１７】
　このようにして、表示端末５１は、映像送信装置１１からの距離に応じて、異なる映像
情報を表示していく。
【００１８】
　図１は、本発明の第１の実施形態における表示端末５１の構成を示している。表示端末
５１は、無指向性アンテナ５２、指向性アンテナ５３、無線通信処理部５４、識別情報更
新部５５、識別情報記憶部５６、識別制御部５７、無線通信処理部５８、画面生成部５９
、出力インターフェース６０、ディスプレイ６１によって構成される。
【００１９】
　無指向性アンテナ５２および指向性アンテナ５３は、それぞれ無線通信処理部５４およ
び無線通信処理部５８に接続されている。指向性アンテナ５３は、電波の受信範囲に指向
性を持たせることができるもので、本発明の第１の実施形態においては、表示端末５１の
前方向からの電波を受信できるように、表示端末５１本体前方部に取り付けることが望ま
しい。無線通信処理部５８、５４は、ＩＥＥＥ８０２．１１やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等の無
線規格に従った通信処理を実施する。以後の説明においては、無指向性アンテナ５２に関
連付けられた無線通信処理部５４、指向性アンテナ５３に関連付けられた無線通信処理部
５８が、双方ともＩＥＥＥ８０２．１１の手順に従った無線通信を行う場合の動作例を示
すが、本発明は他の無線規格を用いた場合も、同様の手順を用いて、実施することが可能
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である。また、無線通信処理部５４、５８は、アンテナ５２、５３から受信したアナログ
信号の電波を、デジタル信号に変換し、誤り検査を行った上で、無線パケットとして取得
する処理を主に行う。
【００２０】
　識別情報更新部５５は、無線局から配布される識別情報（図５（Ｂ）参照）を、無指向
性アンテナ５２を介して受信した場合に、識別情報記憶部５６の内容を最新状態に更新す
る制御を行う。識別情報記憶部５６は、無線局より受信した識別情報を記憶する。識別制
御部５７は、指向性アンテナ５３を介して映像送信装置１１と無線通信が可能になった場
合に、識別情報記憶部５６から識別情報を取得して、この識別情報に関連付けられた映像
情報を受信するための制御を行う。
【００２１】
　画面生成部５９は、映像送信装置１１からの映像情報を、指向性アンテナ５３を介して
受信した場合に、出力用画面情報の生成を行う。すなわち、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐ
ｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）やＨ．２６４等の圧縮映像を受信した場合
は、動画の復号処理を実施する。この他、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ
ｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）等の圧縮画像を受信した場合は、静止画の復号処理
を実施する。無論、画面生成部５９は、無圧縮のビットマップ画像も取り扱うことができ
る。出力インターフェース６０は、画面生成部５９から取得した出力用画面情報を元に、
出力処理を実施する。ディスプレイ６１は、映像送信装置１１から受信した映像情報を表
示する。
【００２２】
　図２は、本発明の第１の実施形態における映像送信装置１１の構成を示している。映像
送信装置１１は、無指向性アンテナ１２、無線通信処理部１３、識別情報記憶部１４、映
像情報送信部１５によって構成される。
【００２３】
　無線通信処理部１３は、表示端末５１と同様に、ＩＥＥＥ８０２．１１やＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ等の無線規格に従った通信処理を実施する。識別情報記憶部１４は、自装置を特定
するための映像送信装置識別子や、距離に応じて映像情報をグループ化して区別するため
のグループ識別子などから構成される識別情報を記憶する（後述する図５（Ａ）参照）。
映像情報送信部１５は、映像情報を識別情報に関連付けた上で、無線通信処理部１３を介
して送信する。各識別情報に対応する映像情報は、図示しない映像情報記憶部に、識別情
報に関連づけられて格納されている。この他、図示しない有線通信処理部から受信した映
像情報を、無線通信処理部を介して送信することも考えうる。尚、映像情報送信部１５が
取り扱う映像情報は、ＭＰＥＧ等の動画像の他、ＪＰＥＧ等の静止画像も含むことができ
る。
【００２４】
　図３は、本発明の第１の実施形態における無線局３１ａ～３１ｄの構成を示している。
無線局３１ａ～３１ｄは、無指向性アンテナ３２、無線通信処理部３３、識別情報記憶部
３４、識別情報送信部３５によって構成される。
【００２５】
　無線通信処理部３３は、表示端末５１と同様に、ＩＥＥＥ８０２．１１やＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ等の無線規格に従った通信処理を実施する。識別情報記憶部３４は、映像送信装置
１１を特定するための映像送信装置識別子や、自局の位置に対応した映像情報を識別する
ためのグループ識別子などから構成される識別情報を記憶する（後述する図５（Ｂ）参照
）。識別情報送信部３５は、識別情報記憶部３４から識別情報を取得し、無線通信処理部
３３を介して送信する。
【００２６】
　図５（Ａ）は映像送信装置１１における識別情報記憶部１４の構成例、図５（Ｂ）は無
線局３１ａ～３１ｄにおける識別情報記憶部３４の構成例を示すものである。前述のよう
に、本発明の第１の実施形態においては、無線通信処理部がＩＥＥＥ８０２．１１の手順
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に従った処理を行う。図４に示したように、映像送信装置１１が、近距離用の映像情報、
中距離用の映像情報、遠距離用の映像情報の３種類の映像情報を送信している場合、同様
に識別情報も３種類となる。
【００２７】
　図５（Ａ）および図５（Ｂ）に示すように、識別情報は、映像送信装置識別子、グルー
プ識別子、認証情報、固有情報とで構成される。映像送信装置識別子は、映像送信装置１
１を識別するものであり、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａｍｕ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ア
ドレス等の一意に機器を特定可能な識別子である。無線ＬＡＮアクセスポイント（映像送
信装置１１）のＭＡＣアドレスは、ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　
ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）とも呼ばれる。グループ識別子は、複数の映像情報を区別するも
のであり、ＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）のように、無線
ＬＡＮアクセスポイントとして動作する映像送信装置１１と無線ＬＡＮクライアントして
動作する表示端末５１を始めとする複数の表示端末をグループ化するために用いる。認証
情報は、グループ識別子に関連付けられ、映像送信装置１１が送信する映像情報を暗号化
するものであり、ＷＥＰ（Ｗｉｒｅｄ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒｉｖａｃｙ）鍵等、
無線ＬＡＮにおいてＭＡＣデータフレームを暗号化する識別子である。表示端末５１側で
は、映像情報毎に正しい認証情報（ＷＥＰ鍵）を持っていないと、暗号化された映像情報
の受信と表示を正常に行うことが出来ない。固有情報は、映像情報に関する補足的な情報
（たとえばコンテンツのタイトル情報や、格納場所）である。
【００２８】
　図５（Ａ）では、近距離用の映像情報に対して、グループ識別子（ＳＳＩＤ）が“Ｒｅ
ｄ”、認証情報（ＷＥＰ鍵）が“ｒｅｄｗｅｐｋｅｙ１２３４”の情報を関連付けている
。同様に、中距離用の映像情報、遠距離用の映像情報にも各々の識別情報が関連付けられ
る。ここで、映像送信装置１１は、例えば近距離用の映像情報を送信する際には、ＭＡＣ
データフレームに対して、“ｒｅｄｗｅｐｋｅｙ１２３４”の鍵情報によるＷＥＰ暗号処
理を実施した上で、無線通信処理部１３を介して送信する。中距離用映像情報、遠距離用
映像情報に対しても、対応する認証情報を元に、暗号化を施したＭＡＣデータフレームを
、無線ブロードキャストにて送信する。映像送信装置識別子は、全て自装置（ここでは映
像送信装置１１）のＭＡＣアドレス（ＢＳＳＩＤと同義）である。各映像情報は、上述し
たように図示しない映像情報記憶部に格納されており、グループ識別子、認証情報、固有
情報またはこれらの組み合わせをキーとして、識別情報記憶部１４内の識別情報との関連
づけが行われている。
【００２９】
　図５（Ｂ）に示す無線局３１ａ～３１ｄにおける識別情報記憶部３４の内容は、自局が
設置された位置に応じて異なる。図４の例の場合、右下の無線局３１ｄは、映像送信装置
１１から遠い場所に位置しているため、遠距離用の映像情報を受信および表示するための
識別情報を記憶している。図５（Ｂ）に示した識別情報記憶部１４の構成は、映像送信装
置１１から遠い距離に設置された無線局３１ｄのものである。無線局３１ａ～３１ｄは、
一定の周期毎に、自局が持つ識別情報を、無線通信処理部３３を介して送信する。無線局
３１ａ～３１ｄは、図５（Ｃ）に示すように、映像送信装置識別子、グループ識別子、認
証情報、固有情報からなる識別情報に、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ヘッダや、ＭＡ
Ｃヘッダといった通信制御用ヘッダを付加して送信する。識別情報には種別の情報を含め
てもよく、種別は、該通信パケットが映像送信装置に関する識別情報であることを示す一
意に定まる識別子である。なお本実施形態では、固有情報は表示端末側では特に用いない
。
【００３０】
　図６に、本発明の第１の実施形態における通信処理の流れを示す。
【００３１】
　映像送信装置１１は、自装置からの距離に応じて異なる３種類の映像情報を、無指向性
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アンテナ１２を介して、無線ブロードキャストにて送信している（Ｓ１１～Ｓ１３）。映
像情報と識別情報は、図５（Ａ）に示したような対応付けを行っているものとする。従っ
て、近距離用の映像情報には、グループ識別子（ＳＳＩＤ）として“Ｒｅｄ”、認証情報
（ＷＥＰ鍵）として“ｒｅｄｗｅｐｋｅｙ１２３４”を含む識別情報を割り当てる。近距
離用映像情報の送信時には、認証情報（ＷＥＰ鍵）に基づいた暗号化処理を施すことによ
り、表示端末５１は、近距離用の無線局から、対応する識別情報を受信していない場合は
、映像情報の内容を受信表示することが出来ない。
【００３２】
　無線局３１ａ～３１ｄは、周期的に、無指向性アンテナ３２を介して、識別情報を無線
ブロードキャストにて送信する。無線局３１ａ～３１ｄが送信する識別情報に対しては、
暗号化を施さず、受信した表示端末全てが、制限なく内容を解析可能であることが望まし
い。図６の例では、表示端末５１が、映像送信装置１１から遠い距離にいる無線局３１ｄ
から、遠距離用識別情報を受信した場合を示している（Ｓ１４）。この時、無線局３１ｄ
の識別情報記憶部３４の構成は、図５（Ｂ）の識別情報記憶部の構成例に対応しており、
無線局３１ｄは遠距離用識別情報を配布している。
【００３３】
　本発明の第１の実施形態において、表示端末５１は、無線局より識別情報を受信しても
、映像送信装置１１からの映像情報を、指向性アンテナ５３を介して受信できる状態にな
ければ、映像の表示を行わない。すなわち、映像送信装置１１は周期的にビーコン情報等
を送信しており（Ｓ１５）、表示端末５１は、指向性アンテナ５３を介して、映像送信装
置１１からビーコン情報等を受信した場合に、映像情報を受信可能な距離および方位に位
置することを認識する（Ｓ１６）。尚、ＩＥＥＥ８０２．１１の規格によれば、ＭＡＣ層
におけるデータフレームは暗号化処理の対象となり、ビーコンフレーム等の管理フレーム
は暗号化を行わない。従って、表示端末５１はビーコン情報に関しては、識別情報を用い
なくても、内容を解析することが可能である。
【００３４】
　表示端末５１は、指向性アンテナ５３を介して、ビーコン情報を受信すると、その送信
元ＭＡＣアドレスと一致する識別情報を、識別情報記憶部５６（無線局から取得した最新
の識別情報が記憶されている）から取得する。そして、識別情報に含まれるグループ識別
子（ＳＳＩＤ）および認証情報（ＷＥＰ鍵）を元に、ビーコン情報を送信した映像情報送
信装置との間で、アソシエーション処理（接続処理）を開始する（Ｓ１７）。すなわち、
映像送信装置は、表示端末から距離の指定（ＳＳＩＤ）等を含む接続要求を受け、表示端
末との間で接続処理を行う。映像送信装置は、表示端末から距離の指定を含む接続要求を
受けて表示端末と接続する接続手段を含む。アソシエーションが完了すると、表示端末５
１は、上記グループ識別子（ＳＳＩＤ）に関連する映像情報を含むＭＡＣデータフレーム
を受信し、受信したＭＡＣデータフレームを、関連するＷＥＰ鍵により復号することで、
自端末の位置に応じた映像情報を表示することができる。
【００３５】
　図示の例では、表示端末５１は、遠距離用の識別情報（ＳＳＩＤが“Ｂｌｕｅ”）を用
いて、映像送信装置１１に接続を行い、暗号化された遠距離用の映像情報を受信し、復号
処理を行った上で表示する。尚、表示端末５１が、遠距離用の映像情報に加えて、中距離
用の映像情報を受信しても、無線局より配布された識別情報によって、１つの映像情報の
み選択して受信・表示することになる。このため、無線局３１ａ～３１ｄが配布する識別
情報は、１つの映像送信装置１１に対して、１種類であることが望ましい。この場合、表
示端末５１は、無線局より識別情報を受信する度に、１つの映像送信装置１１に対して、
１種類の識別情報のみを記憶するよう、識別情報の更新処理を行う。あるいは、表示端末
５１が、１つの映像送信装置１１に対して、複数種類の識別情報を記憶する場合は、ＧＵ
Ｉ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を通じたユーザからの選択、
あるいはビーコン情報の受信強度を元に、アソシエーションを行うべきグループ識別子を
決定する方法等を用いても良い。
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【００３６】
　ところで、本発明の第１の実施形態においては、表示端末５１の指向性アンテナ５１に
関連付けられた無線通信処理部５８と、映像送信装置１１の無指向性アンテナ１２に関連
付けられた無線通信処理部１３とが接続を行う。そして、表示端末５１が、映像送信装置
１１の映像情報を受信出来なくなった場合は、映像送信装置１１と通信可能な範囲から外
れたと判断する。尚、映像情報の送受信に当たっては、映像送信装置に指向性アンテナを
持たせ、表示端末５１の無指向性アンテナに関連付けられた無線通信処理部と、映像送信
装置１１の指向性アンテナに関連付けられた無線通信処理部とが接続を行って実現するこ
とも可能であるが、この場合は、映像送信装置１１から特定の方角のみ映像を配信するよ
う制限されてしまうため、多数の表示端末５１が多方面に存在するようなシステムを実現
することが困難となる。
【００３７】
　ここで、映像送信装置１１の無線通信処理部１３と、無線局３１ａ～３１ｄの無線通信
処理部３３と、表示端末５１の指向性アンテナ５３および無指向性アンテナ５２に関連付
けられた無線通信処理部５８、５４とが、全て同一の周波数チャネルを利用する場面につ
いて考える。
【００３８】
　表示端末５１の位置や角度によっては、指向性アンテナ５３から無線局３１ａ～３１ｄ
の識別情報を受信したり、無指向性アンテナ５２から映像送信装置１１のビーコン情報を
受信したりする場合がある。そこで本発明の第１の実施形態においては、表示端末５１は
、無指向性アンテナ５２に対しては無線局３１ａ～３１ｄから配布される識別情報のみ有
効とみなし、指向性アンテナ５３に対しては映像送信装置１１のビーコン情報や映像情報
のみ有効とみなすとする。尚、映像送信装置１１と、表示端末５１の指向性アンテナ側の
無線通信処理部５８とを対に、無線局３１ａ～３１ｄと表示端末５１の無指向性アンテナ
側の無線通信処理部５４とを対にし、各対毎にして無線周波数のチャネル割り当てを行う
場合は、アンテナ毎に受信情報の有効・無効の判定を行う必要はない。
【００３９】
　図７は、表示端末５１の処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００４０】
　表示端末５１は、無指向性アンテナ５２から無線パケットを受信したら、その内容を調
べ、識別情報が含まれていたときは、その識別情報により識別情報記憶部５６を更新する
（Ｓ２１、Ｓ２２）。一方、表示端末５１は、指向性アンテナ５３から無線パケットを受
信し、その内容がビーコン情報であったときは、映像送信装置１１と通信可能であると判
断し、無線局から受信した識別情報に対応した映像送信装置１１の識別情報を記憶してい
るかどうかを判断する（Ｓ２３）。記憶していないときは、すなわち無線局からまだ識別
情報を取得していないときはステップＳ２１に戻る。記憶しているときは、映像送信装置
１１に記憶している識別情報をもとに接続し、映像送信装置１１から前記識別情報に対応
する映像情報を受信して表示する（Ｓ２４）。
【００４１】
　図８は、映像送信装置１１の処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００４２】
　映像送信装置１１は、図示しない映像情報記憶部に記憶してある各映像情報を、それぞ
れ別個の識別情報に関連付けて送信する（Ｓ３１）。
【００４３】
　図９は、無線局３１ａ～３１ｄの処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００４４】
　無線局３１ａ～３１ｄは、識別情報記憶部内の識別情報を周期的に送信する（Ｓ４１）
。無線局３１ａ～３１ｄが配布する識別情報は、固定的に割り当てても良いし、映像送信
装置１１から動的に通知制御しても良い。
【００４５】
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　以上のように、本発明の第１の実施形態によれば、表示端末５１の方向、表示端末５１
と映像送信装置１１の距離に応じて、異なる映像情報を、表示端末５１側で表示させるこ
とが可能となる。
【００４６】
（第２の実施形態）
　上述した本発明の第１の実施形態においては、映像送信装置が無指向性アンテナを備え
、表示端末が指向性アンテナと無指向性アンテナ双方を備える場合の例を示した。これに
対し、本発明の第２の実施形態では、映像送信装置が指向性アンテナと無指向性アンテナ
双方を備え、表示端末が無指向性アンテナのみを備える場合の例を説明する。
【００４７】
　図１０は、本発明の第２の実施形態における表示端末７１の構成例を示す。
【００４８】
　表示端末７１は、無指向性アンテナ７２、無線通信処理部７３、識別情報更新部７４、
識別情報記憶部７５、識別制御部７６、画面生成部７７、出力インターフェース７８、デ
ィスプレイ７９を備える。
【００４９】
　表示端末７１は、無指向性アンテナ７２に関連付けられた無線通信処理部７３を介して
、無線局から識別情報を受信すると、識別情報更新部７４が識別情報記憶部７５の内容を
更新する。また、無線通信処理部７３を介して、映像送信装置からの補助識別情報（後述
）を受信した場合は、映像情報を受信表示するための識別制御を識別制御部７６が実施す
る。補助識別情報は、映像送信装置の無指向性アンテナに接続するための情報である。各
要素のその他の処理は図１の同一名称の要素と同様であるため、ここでは詳細な説明を省
略する。
【００５０】
　図１１は、本発明の第２の実施形態における映像送信装置８１の構成を示す図である。
【００５１】
　映像送信装置８１は、無指向性アンテナ８２、指向性アンテナ８３、それぞれのアンテ
ナに関連付けられた無線通信処理部８４、８５、映像情報送信部８６、識別情報記憶部８
７、補助識別情報送信部８８を備える。無指向性アンテナ８２および無指向性アンテナ８
２に関連付けられた、無線通信処理部８４および映像情報送信部８６で行われる処理は、
本発明の第１の実施形態と同様であり、よってここではそれらの説明を省略する。本発明
の第２の実施形態において追加された補助識別情報送信部８８は、指向性アンテナ８３を
介して、無指向性アンテナ８２に関連づけられた無線通信処理部８４のＭＡＣアドレスを
含む補助識別情報を送信する。補助識別情報の詳細は後述する。
【００５２】
　本発明の第１の実施形態においては、映像送信装置に無指向性アンテナのみを備えさせ
、表示端末側に指向性アンテナを備えさせることにより、方向の検出を行っていた。すな
わち、ビーコン情報を、指向性アンテナを介して受信すると、表示端末は、映像送信装置
８１が特定の方向に位置することを判定し、ビーコン情報の送信元ＭＡＣアドレス（映像
送信装置識別子）を含む識別情報をもとに、映像送信装置との接続を行っていた。
【００５３】
　これに対し、本発明の第２の実施形態では、表示端末７１が指向性アンテナを備えない
ため、表示端末７１が映像送信装置８１の無指向性アンテナ８２を介して送信されたビー
コン情報を受信しても、映像送信装置８１が特定の方向に位置すると断定できない。また
、映像送信装置が指向性アンテナ８３を介して送信したビーコン情報を受信しても、ビー
コン情報の送信元は、指向性アンテナ８３に関連付けられた無線通信処理部８５のＭＡＣ
アドレス（ＢＳＳＩＤ）である。このため、表示端末７１は、映像情報を送信する無指向
性アンテナ８２に関連づけられた無線通信処理部８４のＭＡＣアドレスは未知であり、映
像情報を受信するための接続処理を無線通信処理部８４との間で行うことができない。
【００５４】
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　そこで、本発明の第２の実施形態では、映像送信装置８１は、指向性アンテナ８３を介
して、無指向性アンテナ８２に関連付けられた無線通信処理部８４に関する情報（補助識
別情報）を送信する。送信する補助識別情報の一例を図１２に示す。通信ヘッダは、ＴＣ
Ｐ／ＩＰヘッダおよびＭＡＣヘッダから構成される。種別は、映像送信装置８１からの補
助識別情報であることを示す一意の識別子である。映像送信装置識別子は、無指向性アン
テナ８２に関連付けられた無線通信処理部８４のＭＡＣアドレス（ＢＳＳＩＤ）である。
無線通信処理部８４のＭＡＣアドレス（ＢＳＳＩＤ）は識別情報記憶部８７から取得する
。
【００５５】
　図１３は、本発明の第２の実施形態における通信処理の流れを示す図である。
【００５６】
　映像送信装置８１は、近距離用と、中距離用、遠距離用の３種類の映像情報を無指向性
アンテナ８２を介して、無線ブロードキャストにて送信する（Ｓ５１～Ｓ５３）。本発明
の第１の実施形態にて述べたように、映像情報は、無線マルチキャストによる送信を用い
ても良い。近距離用映像情報にはグループ識別子（ＳＳＩＤ）が“Ｒｅｄ”、中距離用映
像情報にはグループ識別子（ＳＳＩＤ）が“Ｇｒｅｅｎ”、遠距離用映像情報にはグルー
プ識別子（ＳＳＩＤ）が“Ｂｌｕｅ”の識別情報を関連付ける。
【００５７】
　表示端末７１は、無線局より、遠距離用の映像情報Ｃに関する識別情報を受信する（Ｓ
５４）。映像送信装置８１は、指向性アンテナ８３を介して補助識別情報を送信し（Ｓ５
５）、表示端末７１は、映像送信装置８１の指向性アンテナ８３を介して送信された、映
像送信装置８１からの補助識別情報を受信した場合（Ｓ５６）、映像送信装置８１が特定
の方向に位置し、映像送信装置８１と通信可能であることを判定する。すなわち、本発明
の第２の実施形態では、第１の実施形態と異なり、映像送信装置８１の無指向性アンテナ
８２を介して送信されたビーコン情報を、表示端末７１が受信しても、映像送信装置８１
が特定の方向に位置したとは判断しない。
【００５８】
　上述したように、映像送信装置８１が送信した補助識別情報には、映像送信装置８１の
無指向性アンテナ８２に関連付けられた無線通信処理部８４のＭＡＣアドレス（ＢＳＳＩ
Ｄ）が記載されている。表示端末７１は、無線局と映像送信装置８１双方から、対になっ
た識別情報および補助識別情報を受信した場合に、映像送信装置８１の無線通信処理部８
４に対して接続処理（アソシエーション処理）を開始する（Ｓ５７）。このように、表示
端末７１は、補助識別情報を受信したら、映像情報を受信および表示可能であると判断し
、映像送信装置８１に対して接続する。補助識別情報は、上述したように、映像送信装置
の無指向性アンテナに接続するための情報である。本例では、表示端末７１は、遠距離用
の映像情報Ｃを受信するために、グループ識別子（ＳＳＩＤ）“Ｂｌｕｅ”を元に、接続
処理を行う。接続が完了すると、遠距離に応じた映像情報Ｃを受信、再生表示することが
可能となる。
【００５９】
　尚、本発明の第２の実施形態では、映像送信装置８１は、補助識別情報を、周期的に無
線ブロードキャストにて送信する。無線局が送信する識別情報と同様、暗号化処理等は行
わず、受信した表示端末が制限なく内容を解析できることが望ましい。また、表示端末７
１は、映像送信装置８１の無指向性アンテナ８２を介して送信される映像情報の受信がで
きなくなった場合に、映像送信装置８１が通信可能な範囲から外れたと判断する。
【００６０】
　図１４は、本発明の第２の実施形態における表示端末７１の処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【００６１】
　表示端末７１は、無線局から識別情報を受信した場合は、識別情報記憶部７５を更新す
る（Ｓ６１、Ｓ６２）。表示端末７１は、映像送信装置８１から補助識別情報を受信した
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場合は、該補助識別情報に記載されている映像送信装置識別子と同一の識別子をもつ、無
線局からの識別情報を記憶しているかを確認する（Ｓ６３）。該識別情報を記憶していれ
ば、表示端末７１は、グループ識別子および認証情報等を用いて、映像送信装置８１と接
続処理を行い、映像情報を受信し表示する（Ｓ６４）。
【００６２】
　図１５は、本発明の第２の実施形態における映像送信装置８１の処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【００６３】
　映像送信装置８１は、補助識別情報を指向性アンテナ８３から送信する（Ｓ７１）。ま
た、映像送信装置８１は、識別情報に関連づけられた映像情報を無指向性アンテナ８２か
ら送信する（Ｓ７２）。
【００６４】
　尚、無線局の構成、および処理内容は、本発明の第１の実施形態で示したものと同様で
あるため、ここでは説明を省略する。
【００６５】
　以上のように、本発明の第２の実施形態によれば、表示端末７１が指向性アンテナを備
えず映像送信装置８１が指向性アンテナを備える場合であっても、表示端末７１の方向、
表示端末７１と映像送信装置８１の距離に応じて、異なる映像情報を、表示端末側で表示
させることができる。
【００６６】
（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態は、映像送信装置からの距離が同じであっても、表示端末が移
動してきた経路に応じて、異なる映像情報を再生表示しようとするものである。映像送信
装置、無線局、表示端末は、第１の実施形態、もしくは第２の実施形態にて述べた構成を
有し、以下の説明では第１の実施形態で述べた構成を有するとする。
【００６７】
　図１６に、本発明の第３の実施形態に関するシステム構成の例を示す。
【００６８】
　図１６において、映像送信装置１１は、自装置から中距離の範囲に対して、第１の中距
離用映像情報と第２の中距離用映像情報の２種類の映像情報を送信しているものとする。
右側の無線局３１ｆは、第１の中距離用映像情報に関する識別情報を配布する。一方、左
側の無線局３１ｅは、第２の中距離用映像情報に関する識別情報を配布する。表示端末５
１は、移動途中に右側の無線局３１ｆより識別情報を受信すると、映像送信装置１１が視
界の範囲（通信可能範囲）に入った際に、移動経路に固有な映像情報を受信し、表示する
ことが可能となる。
【００６９】
　以上のように、本発明の第３の実施形態によれば、表示端末の方向、表示端末と映像送
信装置の距離に加え、表示端末の移動経路に依存して、異なる映像情報を、表示端末側で
表示させることができる。
【００７０】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる表示端末の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の第１の実施形態に係わる映像送信装置の構成を示すブロック図。
【図３】本発明の第１の実施形態に係わる無線局の構成を示すブロック図。
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【図４】本発明の第１の実施形態に係わる無線通信システムを示す図。
【図５】本発明の第１の実施形態に係わる識別情報記憶部の構成例を示す図。
【図６】本発明の第１の実施形態に係わる通信処理のシーケンス図。
【図７】本発明の第１の実施形態の表示端末の動作を示すフローチャート。
【図８】本発明の第１の実施形態の映像送信装置の動作を示すフローチャート。
【図９】本発明の第１の実施形態の無線局の動作を示すフローチャート。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係わる表示端末の構成を示すブロック図。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係わる映像送信装置の構成を示すブロック図。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係わる映像送信装置の送信する識別情報の図。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係わる通信処理のシーケンス図。
【図１４】本発明の第２の実施形態の表示端末の動作を示すフローチャート。
【図１５】本発明の第２の実施形態の映像送信装置の動作を示すフローチャート。
【図１６】本発明の第３の実施形態に係わる無線通信システムを示す図。
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